
大阪府環境影響評価条例による手続フロー

株式会社タカハシ カレットセンター水走工場新設事業

住 民
事業者

株式会社タカハシ
大阪府

方法書の公示･縦

調査市町村長意

意見の概要及び
見解の作成

意見書の提出
（提出なし）

知事意見

環境影響評価の実施

準備書の作成

準備書の公示･縦覧

説明会の開催

公聴会の開催

意見の概要及び

見解の作成

公述意見の見解

知事意見

評価書作成

評価書の公示･縦覧

事後調査計画書作成

着工の届出

事後調査

意見書の提出

関係市町村長意見

関係地域の決定

方法書の作成
R3.4.14 提出

R3.5.11～R3.6.10(1ヵ月)
R3.5.11～R3.6.24

意見照会
R3.5.11

意見照会 R3.5.17 環境影響評価

審査会意見

環境影響評価

審査会意見

R3.8.6 回答

R3.6.29 提出

R3.9.3 申述 R3.8.18 回答

R●.●.● 提出

R●.●.●～R●.●.●

R●.●.●～R●.●.●

R●.●.●

意見照会
R●.●.●

手続き終了

R●.●.●

諮問
R●.●.●

R●.●.● 提出

R●.●.● 回答

R●.●.● 答申

R●.●.● 申述

R●.●.● 提出

R●.●.●～R●.●.●

R●.●.● 提出

R●.●.● 提出


